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　６月１日(火)から羽村市議会が始まります。３人の日本

共産党羽村市議団は、市民の願いを議会にとどけ、よりよい

市政を実現するため頑張ります。議会日程、一般質問の内容

などについてお伝えします。

日本共産党羽村市委員会は、以下の報道をおこないました。

★無料法律相談のお知らせ
11月９日(火)午前10時からです。

事前に予約が必要です。お気軽にご連絡ください。

・中原まさゆき　５５４－１１６３

・市川英子　　　５５４－１１４０

・鈴木たくや　　０８０－１０５８－９４５０

市民の声を市政に届けるため頑張ります６月
市議会
6/1～18

市長の見解と市のこれからの対応について、共産党市議団

としての提案をおこないながら、問います。

②受動喫煙防止対策の推進を　

　他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙防止対策につい

て、厚生労働省の有識者検討会は、飲食店や屋外の公園な

どを含む、多くの人が利用する公共的な空間を原則として

全面禁煙にするべきだという報告書をまとめました。

　羽村市の受動喫煙防止対策について、具体的提案をおこ

ないながら問います。　

●市川英子議員

①市民の暮らしへの支援を

　市民が余暇を有意義に過ごせるようにするため、他の市

がおこなっているような、温泉施設や清里、公営宿泊施設

等の利用料一部補助制度の実施を求めます。

　また、高齢者の配食サービスの料金引き下げを求めます。

②小学校の放課後対策について

　小学生が放課後をどのように過ごすかが課題になってい

ます。職員の正規化など、学童クラブの充実をはかる提案

と、放課後子ども教室をどのような考え方ですすめていこ

うとしているのか問います。

③三鷹市が今年度から実施している「公募
委員候補者の募集を無作為抽出」を羽村市

でも検討せよ。

　羽村市では様々な審議会や検討委員会で市民公募が

おこなわれており、現在も長期総合計画審議会、生涯

学習基本計画審議会その他の募集がおこなわれています。

　「幅広い市民の意見を市政に反映させる」という市民

公募の目的が、作文審査などの手続きにより十分に機

能していないのでは、という疑問が出されています。

　そのような疑問に答えるためにも、三鷹市がおこな

っている無作為抽出による公募委員候補の検討を提案

します。

■一般質問の日時は次回の民報でお知ら

せします。

＜詳細な質問項目は市議団ＨＰに>

http://www.jcphamura.org

★次回の無料法律相談は

６月８日(火)午前10時からです。

電話でお申し込みください。

・中原554-1163

・市川554-1140

・鈴木080-1058-9450まで。

日本共産党市議団の一般質問

●鈴木たくや議員

①学校教育の充実について

　少人数学級の推進、就学援助の対象に部活動費などを含

めること、通級指導学級に希望する全ての子どもが通える

ようにする条件整備など、学校教育の充実について質問し

ます。

②通学路の安全対策について

　通学路の安全対策を充実すべき、との要望がたくさんの

市民から上げられています。今回は、武蔵野小の通学路２

箇所について具体的に質問します。

③国民健康保険「資格証」発行が命・健康をお

びやかさないように

　八王子市では、国保税の滞納者に発行している「資格証」

に「病気・負傷など特別の事情の場合には申し出を」との

内容を記載し、滞納者が病院にかかれず、健康を損なうこ

とのないよう対策をとっています。同様の対応を羽村市に

も求めます。

●中原雅之議員

①「地域主権改革」について

　「地域主権改革」の関連３法案が４月２８日の参院本会議

で賛成多数で可決され、衆院に送付されました。政府は今

国会での成立をねらっています。地域主権改革についての

みなさんの傍聴をお待ちしております

6月1日(火)１０時～　本会議（初日）

　　2日(水)１０時～　　〃

　　3日(木)１０時～　　〃

　　4日(金)１０時～　　〃

　　10日(木)　　常任委員会

　　11日(金)

　　18日(金)１０時～　本会議（最終日）

６月議会の日程予定※

●いずれの会議も傍聴できます。

本会議は、市役所５階・本会議場、

常任委員会は市役所５階・委員会室が会場です。

日本共産党

２０１０年５月２０日　羽村民報原稿
＜鈴木＞

１、学校教育の充実について
教育の充実は、多くの市民の願いである。財
政きびしい折りだが、羽村駅西口区画整理事
業を見直すなど、お金の使い方を見直し、ど
の子も自らの力を十分に伸ばせる教育条件を
整備するべきとの立場から質問する。
 （１）少人数学級の推進について　　①３
５人以上の学級数はいくつか？　３８人以上
のクラス数は、それぞれどうか。　　②小・
中１への都の教員加配制度（今年度３９人学
級）は、規模とスピードを上げての拡充　　
が必要と考えるが、どうか。都への要望はな
されているか。　　③羽村市が都の加配制度
を１年先取り（３８人学級）で実施した場合
、今年度は何クラス増　　え、必要な予算は
いくらだったか。　　④③の質問のように、
羽村市独自の少人数学級制度をすすめるべき
と考えるがどうか。（２）就学援助制度につ
いて　　①新入学制服代、卒業アルバム代、
クラブ活動（部活動）、生徒会費、ＰＴＡ会
費を就学援　　助の対象とすべきと考えるが
どうか。（３）通級指導学級について　　①
通級指導学級へ通う子どもの数はどうなって
いるか。これまでの推移はどうか。　　②通
級指導学級へ通う子どもの割合が学校によっ
て大きく差がある。これをどう分析してい　
　るか。通級指導を希望しているが、うけら
れていない子どもはいないか。　　③タクシ
ーによる登下校補助金制度を「必要な指導が
うけられる条件整備」としておこなう　　べ
きではないか。　　④通級指導学級の増設が
必要だと考えるがどうか。

３、国民健康保険の資格証発行が、市民の命
、健康をおびやかすことのないように
国民健康保険の資格証発行数が増えている。
資格証の発行が、市民の命、健康をそこなう
という最悪の結果をまねかないようにするた
めに、その対策を問う。
 １、国民健康保険資格証の発行状況はどう
なっているか。２、羽村市での国民健康保険
証を資格証に切りかえる基準はどうなってい
るか。３、資格証で医療機関にかかり、窓口
で１０割を支払ったケースは過去５年間で何
件あるか。一般の受診率と比べてどう違うと
認識しているか。４、国保法９条、同法施行
例１条３の２号では、資格証を交付された人
に対し、「世帯主又はその者と生計を一にす
る親族が病気にかかり、又は負傷」したとき
は「その世帯に属するすべての被保険者に係
る被保険者証を交付する」となっている。こ
うした法の規定を資格証を発行された被保険
者に知らせているか。５、資格証に「病気及
び負傷等の特別な事情が生じた時は速やかに
申し出てください」など、前項の規定を知ら
せる文書を記載すべきではないか。

２、通学路の安全対策について
 通学路の安全対策を強めて欲しいとの声が
市民から寄せられている。具体的な箇所につ
いて質問する。
 　　①羽村三中前から瑞穂境の新たな住宅
地から多くの子どもが通学している。学校側
歩道の延　　伸、カーブミラーの設置、新た
な横断歩道への信号機設置などの安全対策が
必要だと考える　　がどうか。　　②東児童
館横交差点に信号機設置などの安全対策が必
要だと考えるがどうか。

＜中原＞
１　「地域主権改革」について
「地域主権改革」の関連３法案が４月２８日
の参院本会議で賛成多数で可決され、衆院に
送付されました。政府は今国会での成立をね
らっています。地域主権改革についての市長
の見解と、市のこれからの対応についてうか
がいます。 
　（１）政府がすすめようとしている「地域
主権改革」についての市長の見解はどうか。
　　　また、羽村市政への影響についてどう
考えているか。（２）この問題について、市
として、政府に働きかける考えはないか。（
３）羽村市が地方交付税交付団体になる可能
性はあるのか。（４）行財政が厳しくなる中
で、市民の暮らしを守りながらも、行政の大
幅な見直しが必要と　　　思われる。日本共
産党は、羽村駅西口区画整理の一時ストップ
、行政連絡員制度や　　　商工会補助金の見
直しなどを提言してきたが、羽村市の今後の
財政運営について　　　どのように考えてい
るか。

２　受動喫煙防止対策の推進を　
　他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙防
止対策について、厚生労働省の有識者検討会
は、飲食店や屋外の公園などを含む、多くの
人が利用する公共的な空間を原則として全面
禁煙にするべきだという報告書をまとめた。
羽村市の受動喫煙防止対策についてうかがい
ます。　
　（１）千葉県柏市では、５月３１日から、
４５０の公園を含めた市有の公共施設５８９
か所の　　　敷地内を全面禁煙にするとのこ
と。羽村市も全面禁煙を実施してはどうか。
（２）羽村駅前、小作駅前を中心に、路上禁
煙を実施してはどうか。（３）市役所内の喫
煙室をなくすべきではないか。特に一般市民
がたくさん訪れる１階の　　　自動販売機前
の喫煙室は撤去し、そこに授乳室や乳幼児の
遊び場を設置してはどうか。

＜市川＞
１、市民のくらしへの支援を
　市民が余暇を有意義に過ごすため、他の市
がおこなっているような、温泉施設や清里ま
た、公営宿泊施設等の利用料一部補助制度の
実施を。　また、高齢者の配食サービスの１
食の費用が他の自治体と比較して高い。引き
下げを考えよ。
（１）国民健康保険に加入している市民は、
東京都国民健康保険団体連合会が温泉施設の
割引利用券を配布しているが、国保に加入で
きない後期高齢者のみなさんはその対象にな
らない。そのため他の市では、市独自の施策
として対象外の高齢者にも温泉施設の割引券
の配布をおこなっている。羽村市も実施すべ
きと思うが、市の考えを問う。
（２）青梅市では、市が指定した保養施設を
利用すると利用額の一部を助成している。ま
た、福生市では、国保加入者が全国の公営宿
泊施設を利用した場合、宿泊費の助成をおこ
なっている。羽村市でも実施すべきと思うが
市の考えを伺う。
（３）配食サービスの１食あたりの費用が高
い。最近の市内スーパー等の弁当の値段は下
がっている。高齢者の年金は増えることはな
く、個人負担が増えているため生活の質は下
がっている。そのため他の自治体では工夫を
し、１食の費用を下げている。羽村市でも考
えてはどうか。

２、小学校の放課後対策について

小学校において、放課後をどのように過ごさ
せるかが課題になっている。羽村市では、次
世代育成支援行動計画の後期計画が策定され
、それによると、学童クラブと今後、放課後
子ども教室の実施が検討されているというこ
とである。それらについて以下質問する。

（１）学童クラブについて
①正職員を各学童クラブに１人は配置せよ。
②障害児への対応拡大を。
③指導員は子どもが来所する何時間前に来る
のか。
④子どもは午後６時までだが、指導員は何時
までの勤務か。
⑤平成２２年５月１日現在、富士見学童は定
員６９人のところ、８０人が入所している。
指導員は常時何人いるのか。
⑥武蔵野第二学童に放送設備の設置をすべき
では。
⑦指導員の配置条件により常時２名の指導員
がいる学童（定員４８名以上）にもプラス１
の指導員が配置され、３名で指導にあたって
いるのか。
⑧小作第２学童の庭は狭い。すぐ隣にある市
有地を開放すべきでは。
（２）次世代育成支援行動計画後期にある「
放課後子ども教室」は平成２６年度に全小学
校の７ヶ所に設置とあるが、どのような考え
で進めて行くのか具体的に伺う。

３、三鷹市が今年度から実施している「公募
委員候補者の募集を無作為抽出」を羽村市で
も検討せよ。

　羽村市では様々な審議会や検討委員会が設
置されており、現在も長期総合計画審議会、
生涯学習基本計画審議会その他の募集がおこ
なわれている。その目的は幅広く意見をいた
だくこととしている。しかし、そういいなが
ら、結局は作文審査等により落とされる人が
出てくる。ということは、幅広い意見といい
ながら、結局は市の考えと同じような人が選
ばれるということになるのではないか、とい
う疑問が出されている。そのような疑問に答
えるためにも、三鷹市のような選び方を検討
すべきと考える。

（１）三鷹市が実施している「公募委員候補
者の募集を無作為抽出」を羽村市でも検討せ
よ。

※常任委員会の開会時刻など、確定した日程は、

次回の民報でお知らせします。
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も求めます。

●中原雅之議員

①「地域主権改革」について

　「地域主権改革」の関連３法案が４月２８日の参院本会議

で賛成多数で可決され、衆院に送付されました。政府は今

国会での成立をねらっています。地域主権改革についての

みなさんの傍聴をお待ちしております

6月1日(火)１０時～　本会議（初日）

　　2日(水)１０時～　　〃

　　3日(木)１０時～　　〃

　　4日(金)１０時～　　〃

　　10日(木)　　常任委員会

　　11日(金)

　　18日(金)１０時～　本会議（最終日）

６月議会の日程予定※

●いずれの会議も傍聴できます。

本会議は、市役所５階・本会議場、

常任委員会は市役所５階・委員会室が会場です。

日本共産党

２０１０年５月２０日　羽村民報原稿
＜鈴木＞

１、学校教育の充実について
教育の充実は、多くの市民の願いである。財
政きびしい折りだが、羽村駅西口区画整理事
業を見直すなど、お金の使い方を見直し、ど
の子も自らの力を十分に伸ばせる教育条件を
整備するべきとの立場から質問する。
 （１）少人数学級の推進について　　①３
５人以上の学級数はいくつか？　３８人以上
のクラス数は、それぞれどうか。　　②小・
中１への都の教員加配制度（今年度３９人学
級）は、規模とスピードを上げての拡充　　
が必要と考えるが、どうか。都への要望はな
されているか。　　③羽村市が都の加配制度
を１年先取り（３８人学級）で実施した場合
、今年度は何クラス増　　え、必要な予算は
いくらだったか。　　④③の質問のように、
羽村市独自の少人数学級制度をすすめるべき
と考えるがどうか。（２）就学援助制度につ
いて　　①新入学制服代、卒業アルバム代、
クラブ活動（部活動）、生徒会費、ＰＴＡ会
費を就学援　　助の対象とすべきと考えるが
どうか。（３）通級指導学級について　　①
通級指導学級へ通う子どもの数はどうなって
いるか。これまでの推移はどうか。　　②通
級指導学級へ通う子どもの割合が学校によっ
て大きく差がある。これをどう分析してい　
　るか。通級指導を希望しているが、うけら
れていない子どもはいないか。　　③タクシ
ーによる登下校補助金制度を「必要な指導が
うけられる条件整備」としておこなう　　べ
きではないか。　　④通級指導学級の増設が
必要だと考えるがどうか。

３、国民健康保険の資格証発行が、市民の命
、健康をおびやかすことのないように
国民健康保険の資格証発行数が増えている。
資格証の発行が、市民の命、健康をそこなう
という最悪の結果をまねかないようにするた
めに、その対策を問う。
 １、国民健康保険資格証の発行状況はどう
なっているか。２、羽村市での国民健康保険
証を資格証に切りかえる基準はどうなってい
るか。３、資格証で医療機関にかかり、窓口
で１０割を支払ったケースは過去５年間で何
件あるか。一般の受診率と比べてどう違うと
認識しているか。４、国保法９条、同法施行
例１条３の２号では、資格証を交付された人
に対し、「世帯主又はその者と生計を一にす
る親族が病気にかかり、又は負傷」したとき
は「その世帯に属するすべての被保険者に係
る被保険者証を交付する」となっている。こ
うした法の規定を資格証を発行された被保険
者に知らせているか。５、資格証に「病気及
び負傷等の特別な事情が生じた時は速やかに
申し出てください」など、前項の規定を知ら
せる文書を記載すべきではないか。

２、通学路の安全対策について
 通学路の安全対策を強めて欲しいとの声が
市民から寄せられている。具体的な箇所につ
いて質問する。
 　　①羽村三中前から瑞穂境の新たな住宅
地から多くの子どもが通学している。学校側
歩道の延　　伸、カーブミラーの設置、新た
な横断歩道への信号機設置などの安全対策が
必要だと考える　　がどうか。　　②東児童
館横交差点に信号機設置などの安全対策が必
要だと考えるがどうか。

＜中原＞
１　「地域主権改革」について
「地域主権改革」の関連３法案が４月２８日
の参院本会議で賛成多数で可決され、衆院に
送付されました。政府は今国会での成立をね
らっています。地域主権改革についての市長
の見解と、市のこれからの対応についてうか
がいます。 
　（１）政府がすすめようとしている「地域
主権改革」についての市長の見解はどうか。
　　　また、羽村市政への影響についてどう
考えているか。（２）この問題について、市
として、政府に働きかける考えはないか。（
３）羽村市が地方交付税交付団体になる可能
性はあるのか。（４）行財政が厳しくなる中
で、市民の暮らしを守りながらも、行政の大
幅な見直しが必要と　　　思われる。日本共
産党は、羽村駅西口区画整理の一時ストップ
、行政連絡員制度や　　　商工会補助金の見
直しなどを提言してきたが、羽村市の今後の
財政運営について　　　どのように考えてい
るか。

２　受動喫煙防止対策の推進を　
　他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙防
止対策について、厚生労働省の有識者検討会
は、飲食店や屋外の公園などを含む、多くの
人が利用する公共的な空間を原則として全面
禁煙にするべきだという報告書をまとめた。
羽村市の受動喫煙防止対策についてうかがい
ます。　
　（１）千葉県柏市では、５月３１日から、
４５０の公園を含めた市有の公共施設５８９
か所の　　　敷地内を全面禁煙にするとのこ
と。羽村市も全面禁煙を実施してはどうか。
（２）羽村駅前、小作駅前を中心に、路上禁
煙を実施してはどうか。（３）市役所内の喫
煙室をなくすべきではないか。特に一般市民
がたくさん訪れる１階の　　　自動販売機前
の喫煙室は撤去し、そこに授乳室や乳幼児の
遊び場を設置してはどうか。

＜市川＞
１、市民のくらしへの支援を
　市民が余暇を有意義に過ごすため、他の市
がおこなっているような、温泉施設や清里ま
た、公営宿泊施設等の利用料一部補助制度の
実施を。　また、高齢者の配食サービスの１
食の費用が他の自治体と比較して高い。引き
下げを考えよ。
（１）国民健康保険に加入している市民は、
東京都国民健康保険団体連合会が温泉施設の
割引利用券を配布しているが、国保に加入で
きない後期高齢者のみなさんはその対象にな
らない。そのため他の市では、市独自の施策
として対象外の高齢者にも温泉施設の割引券
の配布をおこなっている。羽村市も実施すべ
きと思うが、市の考えを問う。
（２）青梅市では、市が指定した保養施設を
利用すると利用額の一部を助成している。ま
た、福生市では、国保加入者が全国の公営宿
泊施設を利用した場合、宿泊費の助成をおこ
なっている。羽村市でも実施すべきと思うが
市の考えを伺う。
（３）配食サービスの１食あたりの費用が高
い。最近の市内スーパー等の弁当の値段は下
がっている。高齢者の年金は増えることはな
く、個人負担が増えているため生活の質は下
がっている。そのため他の自治体では工夫を
し、１食の費用を下げている。羽村市でも考
えてはどうか。

２、小学校の放課後対策について

小学校において、放課後をどのように過ごさ
せるかが課題になっている。羽村市では、次
世代育成支援行動計画の後期計画が策定され
、それによると、学童クラブと今後、放課後
子ども教室の実施が検討されているというこ
とである。それらについて以下質問する。

（１）学童クラブについて
①正職員を各学童クラブに１人は配置せよ。
②障害児への対応拡大を。
③指導員は子どもが来所する何時間前に来る
のか。
④子どもは午後６時までだが、指導員は何時
までの勤務か。
⑤平成２２年５月１日現在、富士見学童は定
員６９人のところ、８０人が入所している。
指導員は常時何人いるのか。
⑥武蔵野第二学童に放送設備の設置をすべき
では。
⑦指導員の配置条件により常時２名の指導員
がいる学童（定員４８名以上）にもプラス１
の指導員が配置され、３名で指導にあたって
いるのか。
⑧小作第２学童の庭は狭い。すぐ隣にある市
有地を開放すべきでは。
（２）次世代育成支援行動計画後期にある「
放課後子ども教室」は平成２６年度に全小学
校の７ヶ所に設置とあるが、どのような考え
で進めて行くのか具体的に伺う。

３、三鷹市が今年度から実施している「公募
委員候補者の募集を無作為抽出」を羽村市で
も検討せよ。

　羽村市では様々な審議会や検討委員会が設
置されており、現在も長期総合計画審議会、
生涯学習基本計画審議会その他の募集がおこ
なわれている。その目的は幅広く意見をいた
だくこととしている。しかし、そういいなが
ら、結局は作文審査等により落とされる人が
出てくる。ということは、幅広い意見といい
ながら、結局は市の考えと同じような人が選
ばれるということになるのではないか、とい
う疑問が出されている。そのような疑問に答
えるためにも、三鷹市のような選び方を検討
すべきと考える。

（１）三鷹市が実施している「公募委員候補
者の募集を無作為抽出」を羽村市でも検討せ
よ。

※常任委員会の開会時刻など、確定した日程は、

次回の民報でお知らせします。




